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Q1. 貴院は医科ですか？歯科ですか？ Q2. 2024年診療報酬改定後、ベースアップ評価料を
算定しましたか？

特集01

ベースアップ評価料の利用実態と留意点
～アンケートから紐解く現状と課題～

2024年度の診療報酬改定により「ベースアップ評価料」が創設されてから１年が経過しました。この制度について、医療機関

の経営者の皆さまから様々なご意見をお聞きします。このたび、弊社のメルマガ登録者を対象に「ベースアップ評価料の利用状

況」に関するアンケートを実施しました。今回は、そのアンケート結果とあわせて、制度に関する留意点、さらに「賃上げ促進

税制」について解説いたします。

1.ベースアップ評価料の利用実態（アンケート結果）

実施期間：2025年3月28日～4月6日　／　実施方法：弊社メルマガ登録者にメール配信　／　アンケート回答数：57医療機関

医科　87.8%

歯科 12.2%

いいえ
51%

はい
49%

ベースアップ評価料を算定している医療機関と算定し
ていない医療機関は、同じ程度の割合となりました。
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Q3. 届出の作成は誰が行いましたか？

Q4. 平均何％ベースアップされましたか？

Q5. 厚生労働省から届出の内容について問い合わせが
ありましたか？

Q6. 診療報酬の返戻等はありましたか？

Q7. ベースアップ評価 料のみで賃上げした金額は賄
えていますか？

Q8. 賃上げ促進税制の適用は受けましたか？（受ける
予定ですか？）

3%未満
53.6%

5％以上 7.1%

3％～5％
39.3%

賄えていない
67.9%

賄えている
14.2%

分からない
17.9%

なかった
100%

分からない
50.0%

受けた
28.6%

受けていない 21.4%

なかった
100%

院長先生
57.1%

上記以外 7.1%

事務員
35.7%

算定した医療機関の約 7割が「賃上げした金額を賄え
ていない」と回答しており、人手不足や物価高の影響
もあって、評価料収入以上の賃上げを実施している医
療機関が多いようです。

届出は院長先生または事務員が行うことが多く、外部
委託はほぼありませんでした。

「賃上げ促進税制」については約 7割の医療機関が「分
からない・受けていない」と回答しており、賃上げに
関する優遇税制を認知していない、活用していない医
療機関が一定数あるとうかがえます。
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2.ベースアップ評価料の留意点

ベースアップ評価料の届出を行った医療機関は、令和6

年度分（賃金改善開始～令和7年3月まで）の 「ベースアッ

プ評価料収入」と「賃金改善措置による賃金増加分」を

確認し、令和7年6月30日までに令和7年度分の賃金改

善計画書を、令和7年8月31日までに 令和6年度分の賃

金改善実績報告書を提出する必要があります。改めて、

ベースアップ評価料の概要と留意点について確認しま

しょう。

ベースアップ評価料とは 

ベースアップ評価料とは、看護職員、病院薬剤師、その

他の医療関係職種（40歳未満の勤務医師・勤務歯科医

師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、 歯科技工所等で従事

する者を除く）に対して賃上げを実施することを目的と

した診療報酬の算定項目です。

政府はこの制度により令和6年度に＋2.5％、令和7年度

に＋2.0％のベースアップを目標としています。一定の

施設基準を満たす医療機関が、届出書と賃金改善計画を

作成して専用メールアドレスに送信することで算定を開

始することができ、この算定による評価料収入の全額を、

対象職員の賃金改善の原資に充てることが求められてい

ます。

ベースアップに含めることができるもの

ベースアップとは賃金表の改定等により賃金水準を引き

上げることをいいますが、 ベースアップ評価料では、住

宅手当などの毎月支払われる手当の増額による賃金の引

上げも含めることができます。また、報告時に集計しや

すいよう「ベースアップ評価料手当」を給与項目に新設

し、基本給に上乗せして月々支給する方法も有効ですが、

まとめて臨時手当として支払うものや、評価料収入があ

る期間だけ支払うものは含めることができません。

ベースアップ等に含めることができるもの（例）

 ⁄ 賃金表等の改定等による賃金水準の引上げ
 ⁄ 給与規程や雇用契約に定める基本給の引上げ
 ⁄ 毎月支払われる手当の増額・新設

これらに連動して引きあがる賞与分や時間外手当、
事業主負担の増額分も含まれます。

ベースアップ等に含めることができないもの（例）

 ⁄ 定期昇給など従来から予定されている基本給の
引上げ
 ⁄ 一時的に支払われる臨時手当の支給
 ⁄ 特定の業務等に付随する手当の増額・新設

業績に連動して引き上がる賞与については対象外です

賃上げより収入が上回った場合

評価料収入が賃金増加分を上回り、余りが生じた場合に

は、その金額を令和7年度に繰り越して、令和7年度の

賃金改善分に充てる必要があります。なお、この場合の

賃金増加分には、法定福利費の事業主負担分として、ベー

スアップした給与の16.5％相当を加算することができ

ます。

届出様式の簡素化

医療現場の声を受け日本医師会が厚生労働省と議論を重

ねた結果、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）専用届

出様式が、令和7年1月から大幅に簡素化されました。基

本的には、直近１か月間の初・再診料等の算定回数を確

認するだけで、届出書添付書類の作成が可能となります。

［出 典］

〇日本医師会
https://www.med.or.jp/nichiionline/article/012080.html

〇東海北陸厚生局（Q＆Aより）
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/
shido_kansa/shitei_kijun/r06baseup.html

〇厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000188411_00053.html

ココがポイント
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3.賃上げ促進税制を活用しよう

ベースアップ評価料の算定により従業員の賃上げを実施

した場合に、ぜひ活用したいのが「賃上げ促進税制」です。

平成25年度税制改正で創設された制度ですが、近年の

インフレや賃上げにより利用機会は増え、度重なる改正

を経て使い勝手が良くなっています。特に直近では令和

6年度の税制改正により繰越控除制度が追加されるなど

の拡充がされており、制度の概要とともにご紹介します。

制度の概要

前年度より給与支給額が増加し、一定の要件を満たした

場合にその増加額の一部を法人税（個人事業主は所得税）

から控除できる制度です。現制度の対象期間は、令和6

年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業

年度で、個人事業主については令和7年から令和9年ま

での各年が該当します。

適用要件と控除率（中小企業向け）

一般的なクリニックが対象に含まれる中小企業向けの制

度では、以下が適用要件と控除率となります。

必須
要件

給与支給額が、前年度と比
較して1.5％以上増加して
いること

控除率
15％

上乗せ
要件①

給与支給額が、前年度と比
較して2.5％以上増加して
いること

控除率
＋15％

上乗せ
要件②

教育訓練費が前年度より
5％以上増加し、かつ、給
与支給額の0.05％以上であ
ること

控除率
＋10％

上乗せ
要件③

子育てサポート企業や女性
活躍推進企業として、“ く
るみん”又は“えるぼし”の
認定を受けていること

控除率
＋5％

※上乗せ要件①～③は重複適用が可能で、すべての要件

を満たした場合、控除率は合計で45％になります。

※ただし、その年度の法人税又は所得税の20％が控除

額の上限とされます。

※給与支給額には、役員とその親族等、個人事業主の親

族等への支給分は除かれます。また、給与等に充てる

ために他の者から支払いを受けた金額（ベ―スアップ

評価料を除く）は控除します。

未控除額
450

法人税額　０

令和6年度（赤字）

賃上げ額1,500
（前年度から2.5％以上増加）

税額控除額＝450
（賃上げ額の30％）

税額控除額450 を
翌年度以降に繰越し※1

〇未控除額450 のうち、控除上限額
　までの300 を令和９年度で控除
　※2

〇控除上限額を超過する150 を
　翌年度以降に繰越し※1

法人税
控除上限額
300

繰越控除額
300

未控除額
150

繰越控除額
150

令和9年度（黒字）
令和10年度
令和11年度
（黒字）

法人税額1,500

控除上限額＝300
（法人税額の20％）

税額控除額450 を
翌年度以降に繰越し※1

税額除額
なし

法人税額　０

令和7年度（赤字）
令和8年度（赤字）

繰越し

繰越し

ココがポイント 繰越控除の新設

賃上げを実施した年度に法人税や所得税から控除しきれなかった金額を、最大５年間にわたり繰り越すことが可能となりました。

ただし、繰り越した年度でもその前年より給与が増加していることが要件です。その年度が赤字であるため法人税や所得税がな

く、この制度の恩恵がなかった事業者にとっても、賃上げの後押しになると期待されています。
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特集02

令和7年4月から新たな給付金が創設されました！

子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に「育

児休業給付金」、「出生時育児休業給付金」が受けられま

す。令和7年4月1日から、新たに「出生後休業支援給付

金」、「育児時短就業給付金」が創設されました。今回は、

育児時短就業給付金について解説いたします。

育児時短就業給付金とは？

仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き

方として短時間勤務制度を選択しやすくすることを目的

に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務（「育

児時短就業」）した場合に、育児時短就業前と比較して

賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給される給

付金です。

（1）支給要件

対象となるのは、次の①および②の要件を満たす方です。

①　2歳未満の子を養育するために、育児時短就業
する雇用保険の被保険者 [1] であること

②　育児休業給付の対象となる育児休業から引き続
いて[2]、育児時短就業を開始したこと、または、
育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間 [3]

が12か月あること

加えて、次の③～⑥の要件をすべて満たす月について支

給されます。

③　初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者
である月

④　1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業し
た期間がある月

⑤　初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介
護休業給付を受給していない月

⑥　高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

（2）支給額

育児時短就業中に支払われた賃金額の10％相当額（原

則 [4]）

100 ％

100 ％

賃金

90 ％

x

y
支給率を調整

時短就業開始時の賃金に対する各月の賃金の率（％） 

支給額のイメージ

給付（賃金×10％）

（3）支給を受けることができる期間（支給対象期間）

給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属す

る月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各

暦月（「支給対象月」）について支給されます。育児時短

就業に係る子が2歳に達する場合は、その前日で終了し

ます。

支給対象月の例

育児休業 時短就業

3.1 ～ 31 4.1～ 304.1 ～ 30
支給対象月①

5.1 ～ 31
支給対象月②

3.1～ 31
支給対象月⑫

4 月21日 育児休業から
復帰と同時に時短就業

3 月20日 時短就業を終了した日

3 月21日 時短就業から通常就業に復帰
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（4）申請方法

原則、事業主が育児時短就業開始時賃金の届出、受給資

格確認および支給申請を行います。

＜提出書類＞
 ⁄ 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・

所定労働時間短縮開始時賃金証明書 [5]

 ⁄ 育児時短就業給付受給資格確認票・（初回）育
児時短就業給付金支給申請書

上記の添付書類として、育児時短就業を開始したことが

わかる書類（育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取

扱通知書等）が必要となります。今一度、社内様式が整

備されているか確認を行いましょう。 

参考文献

 ⁄ 厚生労働省「2025年4月から「育児時短就業給付金」

を創設します」（2025）

 ⁄ 厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手

続　被保険者・事業主の皆さまへ」（2025）

[1] 雇用保険の一般被保険者および高年齢被保険者

[2] 育児時短就業に係る子について育児休業給付の支給

を受けていた場合であって、復職日から起算して、育児

時短就業を開始した日の前日までの期間が14日以内の

とき。

[3] 賃金支払基礎日数が11日以上ある（ない場合は、賃金

支払いの基礎となった時間が80時間以上ある）完全月

[4] 支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、育児時

短就業開始時の賃金水準を超える場合は調整がなされま

す。育児時短就業の前後で賃金が減少していないと認め

られる場合や、一定の限度額に該当する場合には支給さ

れません。

[5] 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同

一の子について育児時短就業を開始した場合は、育児時

短就業開始時賃金の届出は不要です。


